
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）

１
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○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
輸
出
の
承
認
）

(

輸
出
の
承
認)

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
別
表
第
二
の
三
〇
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
に

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
別
表
第
二
の
三
〇
及
び
三
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ

つ
い
て
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

る
貨
物
に
つ
い
て
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
す
る
に
は
、
あ
ら

農
林
水
産
大
臣
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
じ
め
、
農
林
水
産
大
臣
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
特
例
）

（
特
例
）

第
四
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適

第
四
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適

用
し
な
い
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
第

用
し
な
い
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
第

二
号
ホ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

二
号
ホ
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

附

則

附

則

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

令
和
九
年
四
月
十
三
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
中

３

令
和
九
年
四
月
十
三
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
中

「
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、
三
九
か
ら

「
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、
三
九
か
ら

四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く

四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く

。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と

。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と

す
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
一
九
か
ら
二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
〇

す
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
一
九
か
ら
二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
〇
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、
三
五
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

、
三
三
、
三
五
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に

貨
物
を
除
く
。
）
の
」
と
、
第
四
条
第
三
項
第
二
号
ハ
中
「
及
び
第
三
号

掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
」
と
、
第
四
条
第
三
項
第
二
号
ハ
中
「
及
び

」
と
あ
る
の
は
「
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
も

第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と

の
及
び
同
表
第
三
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
適
用
し
な
い
」
と
あ
る
の

す
る
も
の
及
び
同
表
第
三
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
適
用
し
な
い
」
と

は
「
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
に
つ
い
て

あ
る
の
は
「
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
に

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
別
表
第
二
の
二
中
「
第
二
条
、
第
四
条
」

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
別
表
第
二
の
二
中
「
第
二
条
、
第

と
あ
る
の
は
「
第
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
）

貨
物

地
域

貨
物

地
域

一
～
三

（
略
）

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
略
）

三
の
二

（
一
）

（
略
）

（
略
）

三
の
二

（
一
）

（
略
）

（
略
）

（
二
）

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
軍
用

（
二
）

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
軍
用

の
細
菌
製
剤
の
開
発
、
製
造
若
し
く
は
散

の
細
菌
製
剤
の
開
発
、
製
造
若
し
く
は
散

布
に
用
い
ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部
分
品

布
に
用
い
ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部
分
品

で
あ
る
も
の
の
う
ち
経
済
産
業
省
令
で
定

で
あ
る
も
の
の
う
ち
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
仕
様
の
も
の

め
る
仕
様
の
も
の

１
～
９

（
略
）

１
～
９

（
略
）

ペ
プ
チ
ド
の
合
成
を
行
う
た
め
の
装

（
新
設
）

10
置

四

（
略
）

（
略
）

四

（
略
）

（
略
）
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五

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
～
（
十
九
）

（
略
）

（
一
）
～
（
十
九
）

（
略
）

（
二
十
）

ほ
ぼ
等
し
い
割
合
の
複
数
の
元
素

（
新
設
）

で
構
成
さ
れ
た
合
金
の
粉
又
は
耐
火
性
の

あ
る
金
属
の
粉
（
二
及
び
四
の
項
の
中
欄

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
そ

の
合
金
の
粉
（
二
及
び
四
の
項
の
中
欄
並

び
に
（
五
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六

（
略
）

（
略
）

六

（
略
）

（
略
）

七

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

七

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
～
（
十
）

（
略
）

（
一
）
～
（
十
）

（
略
）

（
十
の
二
）

フ
ィ
ー
ル
ド
プ
ロ
グ
ラ
マ
ブ
ル

（
新
設
）

ロ
ジ
ッ
ク
デ
バ
イ
ス
を
組
み
込
ん
だ
モ
ジ

ュ
ー
ル
、
組
立
品
又
は
装
置

（
十
一
）
～
（
二
十
五
）

（
略
）

（
十
一
）
～
（
二
十
五
）

（
略
）

八
～
一

（
略
）

（
略
）

八
～
一

（
略
）

（
略
）

六

六

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
四
条
、
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
四
条
、
第
十
二
条
関
係
）
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貨

物

地

域

貨

物

地

域

一
～
三

（
略
）

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
略
）

二

二

三
三

削
除

三
三

う
な
ぎ
の
稚
魚

全
地
域

三
四
～

（
略
）

（
略
）

三
四
～

（
略
）

（
略
）

四
五

四
五

別
表
第
七
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
七
（
第
四
条
関
係
）

貨

物

の

区

分

金

額

貨

物

の

区

分

金

額

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

別
表
第
二
の
一
九
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物

五
万
円

二

別
表
第
二
の
一
九
及
び
三
三
の
項
の
中
欄
に
掲

五
万
円

げ
る
貨
物

三

（
略
）

（
略
）

三

（
略
）

（
略
）




